
議案第72号 

朝来市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例等の一部を改正する条例制定について 

朝来市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例等の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

令和７年11月26日提出 

朝来市長 藤 岡  勇  

提案理由要旨 

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備

等に関する内閣府令（令和７年内閣府令第80号）等が施行されたことに伴い、関係条

例について所要の整備をしようとするものです。 



朝来市条例第 号 

朝来市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 

（朝来市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 朝来市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成26年朝来市条例第18号）の一部を次

のように改正する。 

なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。 

改   正   案 改   正   前 

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針） 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応

じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子

どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行

わなければならない。 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応

じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子

どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行

わなければならない。 

(1) 幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77

号。以下「認定こども園法」という。）第２条第７項に規定す

る幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。） 幼保連携型

認定こども園教育・保育要領（認定こども園法第10条第１項の

規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教

育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。次項

において同じ。） 

(1) 幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77

号。以下この号及び次号において 「認定こども園法」という。）

第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下

同じ。） 幼保連携型認定こども園教育・保育要領（認定こど

も園法第10条第１項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連

携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に

関する事項をいう。次項において同じ。） 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子ども 第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子ども



に対し、児童福祉法第33条の10第１項各号 （幼保連携型認定こど

も園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園

法第27条の２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職

員にあっては、学校教育法第28条第２項において準用する認定こ

ども園法第27条の２第１項各号）に掲げる行為その他当該教育・

保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしては

ならない。 

に対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該教

育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をして

はならない。 

第37条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用

定員（法第29条第１項の確認において定めるものに限る。以下こ

の章において同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１人以

上５人以下とし、小規模保育事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61号）第28条に

規定する小規模保育事業Ａ型をいう。第42条第３項において同

じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同令第31条に規定する小規模保

育事業Ｂ型をいう。第42条第３項において同じ。）にあっては６

人以上19人以下とし、小規模保育事業Ｃ型（同令第33条に規定す

る小規模保育事業Ｃ型をいう。附則第４条において同じ。）にあ

っては６人以上10人以下とし、居宅訪問型保育事業にあっては１

人とする。 

第37条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用

定員（法第29条第１項の確認において定めるものに限る。以下こ

の章において同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１人以

上５人以下とし、小規模保育事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61号）第27条に

規定する小規模保育事業Ａ型をいう。）及び小規模保育事業Ｂ型

（同省令第27条に規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。）にあっ

ては６人以上19人以下とし、小規模保育事業Ｃ型（同省令第27条

に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。附則第４条において同

じ。）にあっては６人以上10人以下とし、居宅訪問型保育事業に

あっては１人とする。 

２ （略） ２ （略） 

（特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携） 

第42条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除

く。以下この項から第７項までにおいて同じ。）は、特定地域型

保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的

第42条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除

く。以下この項及び第４項において同じ。）は、特定地域型保育

が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提



に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こ

ども園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）を適切

に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、

連携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて

特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者については、こ

の限りでない。 

供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども

園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）を適切に確

保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、連

携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて特

定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者については、この

限りでない。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育認定子

どもに集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保

育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、

助言その他の保育の内容に関する支援（次項において「保育内

容支援」という。）を実施すること。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育認定子

どもに集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保

育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、

助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を

受けていた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業を利

用する満３歳未満保育認定子どもにあっては、第37条第２項に

規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号及び

第６項第１号において同じ。）を、当該特定地域型保育の提供

の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設に

おいて受け入れて教育・保育を提供すること。 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を

受けていた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業を利

用する満３歳未満保育認定子どもにあっては、第37条第２項に

規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号にお

いて同じ。）を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、

当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて

教育・保育を提供すること。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係

る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次

の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号

の規定を適用しないこととすることができる。 

 



(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に

確保すること。 

 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。  

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間

でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されてい

ること。 

 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生

じないようにするための措置が講じられていること。 

 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型

若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第

５項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であっ

て、第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをい

う。 

 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各

号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第１項第２号の規定

を適用しないこととすることができる。 

 

(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保

した場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認

めること。 

 

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそ

れぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されているこ

と。 

 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じな  



いようにするための措置が講じられていること。 

(2) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の

確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育

連携協力者の確保が著しく困難であること。 

 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事

項に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

 

(1) 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又

は事業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場

所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保

育事業Ａ型事業者等 

 

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の

規模等を勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力

を有すると市が認める者 

 

６ 市長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定

を適用しないこととすることができる。 

 

(1) 市長が、児童福祉法第24条第３項（同法附則第73条第１項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による調

整を行うに当たって、特定地域型保育事業者による特定地域型

保育の提供を受けていた満３歳未満保育認定子どもを優先的

に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地

域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子ど

もに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き

必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じていると

 



き。 

(2) 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に

係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるとき（前号に

該当する場合を除く。）。 

 

７ 前項（第２号に係る部分に限る。）の場合において、特定地域

型保育事業者は、児童福祉法第59条第１項に規定する施設のうち

次に掲げるもの（入所定員が20人以上のものに限る。）又は国家

戦略特別区域法（平成25年法律第107号）第12条の４第１項に規

定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う事業所であって、

市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連

携協力を行う施設又は事業所として適切に確保しなければなら

ない。 

 

(1) 法第59条の２第１項の規定による助成を受けている者の設

置する施設（児童福祉法第６条の３第12項に規定する業務を目

的とするものに限る。） 

 

(2) 児童福祉法第６条の３第12項に規定する業務又は同法第39

条第１項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第６

条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の

保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受

けているもの 

 

８・９ （略） ２・３ （略） 

10 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第６条

の３第12項第２号に規定する事業を行うものであって、市長が適

当と認めるもの（附則第５条において「特例保育所型事業所内保

 



育事業者」という。）については、第１項本文の規定にかかわら

ず、連携施設の確保をしないことができる。 

11 （略） ４ （略） 

附 則 附 則 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

第５条 特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事業者

を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第59条

第４号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を

行うことができると市が認める場合は、第42条第１項本文の規定

にかかわらず、この条例の施行の日から起算して15年を経過する

日までの間、連携施設を確保しないことができる。 

第５条 特定地域型保育事業者は、連携施設の確保が著しく困難で

あって、法第59条第４号に規定する事業による支援その他の必要

な適切な支援を行うことができると市が認める場合は、第42条第

１項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して

５年を経過する日までの間、連携施設を確保しないことができ

る。 
  

（朝来市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 朝来市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 （平成26年朝来市条例第19号）の一部を次のように改正する。 

なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。 

改   正   案 改   正   前 

（家庭的保育事業者等の一般原則） （家庭的保育事業者等の一般原則） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。

次項、次条第１項第２号、第14条第２項及び第３項、第15条第１

項並びに第16条第１項において同じ。）には、法に定めるそれぞ

れの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければな

らない。 

５ 家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。

次項、次条第２号、第14条第２項及び第３項、第15条第１項並び

に第16条第１項において同じ。）には、法に定めるそれぞれの事

業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。 



６ （略） ６ （略） 

（保育所等との連携） （保育所等との連携） 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下

「居宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条

第１項、第14条第１項及び第２項、第15条第１項、第２項及び第

５項、第16条並びに第17条第１項から第３項まで並びに附則第３

条において同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実

に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も

満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成18年法

律第120号）第６条第１項に規定する法律に定める学校において

行われる教育をいう。第３号において同じ。）又は保育が継続的

に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所

（子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第７条第４項に

規定する保育所をいう。）、幼稚園（同項に規定する幼稚園をい

う。）又は認定こども園（同項に規定する認定こども園をいう。）

（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければならない。

ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困

難であると市が認めるものにおいて家庭的保育事業等（居宅訪問

型保育事業を除く。第16条第２項第３号において同じ。）を行う

家庭的保育事業者等については、この限りでない。 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下

「居宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条

第１項、第14条第１項及び第２項、第15条第１項、第２項及び第

５項、第16条並びに第17条第１項から第３項まで並びに附則第３

条において同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実

に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も

満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成18年法

律第120号）第６条第１項に規定する法律に定める学校において

行われる教育をいう。第３号において同じ。）又は保育が継続的

に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所

（子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第７条第４項に

規定する保育所をいう。）、幼稚園（同項に規定する幼稚園をい

う。）又は認定こども園（同項に規定する認定こども園をいう。）

（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければならない。

ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困

難であると市が認めるものにおいて家庭的保育事業等（居宅訪問

型保育事業を除く。第16条第２項第３号において同じ。）を行う

家庭的保育事業者等については、この限りでない。 

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保

育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助

言その他の保育の内容に関する支援（次項において「保育内容

支援」という。）を実施すること。 

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保

育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助

言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。 



(2) 必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病

気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該

家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。以下この

条において同じ。）を提供すること。 

(2) 必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病

気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該

家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。）を提供

すること。 

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利

用乳幼児（事業所内保育事業（法第６条の３第12項に規定する

事業所内保育事業をいう。以下同じ。）の利用乳幼児にあって

は、第42条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この

号及び第６項第１号において同じ。）を、当該保育の提供の終

了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引

き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供

すること。 

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利

用乳幼児（事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第42条

に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号において

同じ。）を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児

に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において

受け入れて教育又は保育を提供すること。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る

連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の

各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の

規定を適用しないこととすることができる。 

 

(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確

保すること。 

 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。  

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間で

それぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されている

こと。 

 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生

じないようにするための措置が講じられていること。 

 



３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第27条に規定する小

規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保

育事業を行う者（第５項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」

という。）であって、第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力

を行うものをいう。 

 

４ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携

施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号

に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第１項第２号の規定を

適用しないこととすることができる。 

 

(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保し

た場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認め

ること。 

 

ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれ

ぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じな

いようにするための措置が講じられていること。 

 

(2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確

保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連

携協力者の確保が著しく困難であること。 

 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事

項に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

 

(1) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事

業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又

 



は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事

業Ａ型事業者等 

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の

規模等を勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力

を有すると市が認める者 

 

６ 市長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定

を適用しないこととすることができる。 

 

(1) 市長が、法第24条第３項の規定による調整を行うに当たっ

て、家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳

幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等に

よる保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希

望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必

要な措置を講じているとき。 

 

(2) 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係

る連携施設の確保が、著しく困難であると認めるとき（前号に

該当する場合を除く。）。 

 

７ 前項（同項第２号に該当する場合に限る。）の場合において、

家庭的保育事業者等は、法第59条第１項に規定する施設のうち次

に掲げるもの（入所定員が20人以上のものに限る。）であって、

市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連

携協力を行う施設又は事業所として適切に確保しなければなら

ない。 

 

(1) 子ども・子育て支援法第59条の２第１項の規定による助成

を受けている者の設置する施設（法第６条の３第12項に規定す

 



る業務を目的とするものに限る。） 

(2) 法第６条の３第12項及び第39条第１項に規定する業務を目

的とする施設であって、法第６条の３第９項第１号に規定する

保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に

係る地方公共団体の補助を受けているもの 

 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第12条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第33

条の10第１項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に

有害な影響を与える行為をしてはならない。 

第12条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第33

条の10各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な

影響を与える行為をしてはならない。 

（利用乳幼児及び職員の健康診断） （利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第17条 （略） 第17条 （略） 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左

欄に掲げる健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和40年法律第

141号）第12条又は第13条に規定する健康診査をいう。同表にお

いて同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）が

行われた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に

掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、

同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。

この場合において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄

に掲げる健康診断等の結果を把握しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童相談所

等における乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）の利用開始

前の健康診断が行われた場合であって、当該健康診断が利用乳幼

児に対する利用開始時の健康診断の全部又は一部に相当すると

認められるときは、利用開始時の健康診断の全部又は一部を行わ

ないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、

児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を

把握しなければならない。 

児童相談所等における乳児又

は幼児（以下「乳幼児」とい 

う。）の利用開始前の健康診断 

利用乳幼児に対する利用開始

時の健康診断 

乳幼児に対する健康診査 利用乳幼児に対する利用開始

 



時の健康診断、定期の健康診断 

又は臨時の健康診断 
 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（職員） （職員） 

第23条 （略） 第23条 （略） 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保

育者をいう。以下同じ。）は、市長が行う研修（市長が指定する

都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した保育

士（法第18条の27第１項に規定する認定地方公共団体（以下「認

定地方公共団体」という。）の区域内にある家庭的保育事業を行

う場所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係

る法第18条の29に規定する地域限定保育士（以下「地域限定保育

士」という。））又は保育士と同等以上の知識及び経験を有する

と市長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当するもの

とする。 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保

育者をいう。以下同じ。）は、市長が行う研修（市長が指定する

都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した保育

士（国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号。以下「特区法」

という。）第12条の４第５項に規定する事業実施区域内にある家

庭的保育事業を行う場所にあっては、保育士又は当該事業実施区

域に係る国家戦略特別区域限定保育士）又は保育士と同等以上の

知識及び経験を有すると市長が認める者であって、次の各号のい

ずれにも該当するものとする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

３ （略） ３ （略） 

（職員） （職員） 

第29条 小規模保育事業所Ａ型には、保育士（認定地方公共団体の

区域内にある小規模保育事業所Ａ型にあっては、保育士又は当該

認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士。次項において同

じ。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調

理業務の全部を委託する小規模保育事業所Ａ型又は第16条第１

第29条 小規模保育事業所Ａ型には、保育士（特区法第12条の４第

５項に規定する事業実施区域内にある小規模保育事業所Ａ型に

あっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域

限定保育士。次項において同じ。）、嘱託医及び調理員を置かな

ければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育



項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所

Ａ型にあっては、調理員を置かないことができる。 

事業所Ａ型又は第16条第１項の規定により搬入施設から食事を

搬入する小規模保育事業所Ａ型にあっては、調理員を置かないこ

とができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（職員） （職員） 

第31条 小規模保育事業Ｂ型を行う事業所（以下「小規模保育事業

所Ｂ型」という。）には、保育士（認定地方公共団体の区域内に

ある小規模保育事業所Ｂ型にあっては、保育士又は当該認定地方

公共団体の区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）そ

の他保育に従事する職員として市長が行う研修（市長が指定する

都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（同

項において「保育従事者」という。）、嘱託医及び調理員を置か

なければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保

育事業所Ｂ型又は第16条第１項の規定により搬入施設から食事

を搬入する小規模保育事業所Ｂ型にあっては、調理員を置かない

ことができる。 

第31条 小規模保育事業Ｂ型を行う事業所（以下「小規模保育事業

所Ｂ型」という。）には、保育士（特区法第12条の４第５項に規

定する事業実施区域内にある小規模保育事業所Ｂ型にあっては、

保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育

士。次項において同じ。）その他保育に従事する職員として市長

が行う研修（市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研

修を含む。）を修了した者（次項において「保育従事者」という。）、

嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の

全部を委託する小規模保育事業所Ｂ型又は第16条第１項の規定

により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所Ｂ型にあ

っては、調理員を置かないことができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（保育所型事業所内保育事業所の職員） （保育所型事業所内保育事業所の職員） 

第44条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士（認定地方公共

団体の区域内にある保育所型事業所内保育事業所にあっては、保

育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士。次

項において同じ。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。

ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所

又は第16条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する保

第44条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士（特区法第12条

の４第５項に規定する事業実施区域内にある保育所型事業所内

保育事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家

戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。）、嘱託医及び調

理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託す

る保育所型事業所内保育事業所又は第16条第１項の規定により



育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことが

できる。 

搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあ

っては、調理員を置かないことができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（連携施設に関する特例） （連携施設に関する特例） 

第45条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設

の確保に当たって、第６条第１項第１号及び第２号に係る連携協

力を求めることを要しない。 

第45条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設

の確保に当たって、第６条第１号及び第２号に係る連携協力を求

めることを要しない。 

（小規模型事業所内保育事業所の職員） （小規模型事業所内保育事業所の職員） 

第47条 事業所内保育事業（利用定員が19人以下のものに限る。次

条において「小規模型事業所内保育事業」という。）を行う事業

所（以下この条において「小規模型事業所内保育事業所」という。）

には、保育士（認定地方公共団体の区域内にある小規模型事業所

内保育事業所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区

域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）その他保育に従

事する職員として市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事

その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（同項において

「保育従事者」という。）、嘱託医及び調理員を置かなければなら

ない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育

事業所又は第16条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入

する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かない

ことができる。 

第47条 事業所内保育事業（利用定員が19人以下のものに限る。次

条において「小規模型事業所内保育事業」という。）を行う事業

所（以下この条において「小規模型事業所内保育事業所」という。）

には、保育士（特区法第12条の４第５項に規定する事業実施区域

内にある小規模型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当

該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項におい

て同じ。）その他保育に従事する職員として市長が行う研修（市

長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を

修了した者（次項において「保育従事者」という。）、嘱託医及び

調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託

する小規模型事業所内保育事業所又は第16条第１項の規定によ

り搬入施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所に

あっては、調理員を置かないことができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（朝来市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第３条 朝来市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年朝来市条例第20号)の一部を次のように改正



する。 

なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。 

改   正   案 改   正   前 

（職員） （職員） 

第10条 （略） 第10条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であっ

て、都道府県知事が行う研修を修了したものでなければならな

い。 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であっ

て、都道府県知事が行う研修を修了したものでなければならな

い。 

(1) 保育士（法第18条の27第１項に規定する認定地方公共団体

の区域内にある放課後児童健全育成事業所にあっては、保育士

又は当該認定地方公共団体の区域に係る法第18条の29に規定

する地域限定保育士）の資格を有する者 

(1) 保育士（国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号）第12

条の４第５項に規定する事業実施区域内にある放課後児童健

全育成事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る

国家戦略特別区域限定保育士）の資格を有する者 

(2)～(10)（略） (2)～(10)（略） 

４・５ （略） ４・５ （略） 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第

33条の10第１項各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有

害な影響を与える行為をしてはならない。 

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第

33条の10各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影

響を与える行為をしてはならない。 

（朝来市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第４条 朝来市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年朝来市条例第28号）の一部を次のように改正す

る。 

なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。 

改   正   案 改   正   前 



（虐待等の防止） （虐待等の防止） 

第13条 乳児等通園支援事業者の職員は、利用乳幼児に対し、法第

33条の10第１項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身

に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

第13条 乳児等通園支援事業者の職員は、利用乳幼児に対し、法第

33条の10各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。 

（職員） （職員） 

第22条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士 （法第18条の27

第１項に規定する認定地方公共団体の区域内にある一般型乳児

等通園支援事業所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体

の区域に係る法第18条の29に規定する地域限定保育士。以下この

条において同じ。）その他乳児等通園支援に従事する職員として

市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その他の機関が行

う研修を含む。）を修了した者（以下この条において「乳児等通

園支援従事者」という。）を置かなければならない。 

第22条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士その他乳児等通

園支援に従事する職員として市が行う研修（市長が指定する都道

府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（以下

この条において「乳児等通園支援従事者」という。）を置かなけ

ればならない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 


